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Ｄ
Ｖ
や
職
場
で
の
セ
ク
ハ
ラ
、ス
ト
ー

カ
ー
な
ど
の
悩
み
を
、
一
人
で
悩
ま
ず

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

女
性
の
人
権
擁
護
委
員
と
法
務
局
職

員
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

期　

間　

11
月
15
日
～
11
月
21
日
の
７
日
間

　

◎
平
日
・
８
時
30
分
～
19
時

　

◎
土
日
・
10
時
～
17
時

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
電
話
番
号

　

☎
０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０
（
全
国
共
通
）

問
合
先　

福
岡
法
務
局
人
権
擁
護
部

　

☎
０
９
２
・
７
２
１
・
９
１
６
６

　

暴
力
団
等
に
よ
る
暴
力
被
害
者
の
早
期

救
済
を
目
的
に
、
警
察
、
弁
護
士
会
、
県

暴
追
セ
ン
タ
ー
等
が
連
携
し
て
、
面
接
、

電
話
に
よ
る
集
中
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

日　

時　

11
月
28
日
㈯ 

10
時
～
16
時

場　

所　

イ
イ
ヅ
カ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー
２
階

相
談
電
話
番
号

　

☎
０
８
０
・
５
６
０
０
・
５
８
９
１

問
合
先　

㈶
福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推

進
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
２
・
６
５
１
・
８
９
３
８

　

長
時
間
労
働
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
相
談

に
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

日　

時　

11
月
21
日
㈯ 

９
時
～
17
時

相
談
電
話
番
号

　
　

０
１
２
０
・
７
９
４
・
７
１
３

問
合
先　

福
岡
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課

　

☎
０
９
２
・
４
１
１
・
４
８
６
２

　

殴
る
蹴
る
の
身
体
的
な
暴
力
だ
け
で
な

く
、
怒
鳴
る
、
脅
す
、
電
話
や
外
出
を
制
限

す
る
な
ど
も
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン

ス
（
Ｄ
Ｖ
）
に
あ
た
り
ま
す
。

　

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
一
人
で
悩

ま
ず
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

相
談
窓
口　

◎
嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

　
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

　

☎
２
９
・
０
０
７
１

◎
女
性
相
談
所

　
（
平
日
９
時
～
17
時
15
分
）

　

☎
０
９
２
・
７
１
１
・
９
８
７
４

◎
夜
間
・
休
日
相
談
電
話

　
（
夜
間
は
24
時
ま
で
）

　

☎
０
９
２
・
７
１
６
・
０
４
２
４

　

１
９
８
９
年
の
国
際
連
合
総
会
で
採
択

さ
れ
、
わ
が
国
で
は
１
９
９
４
年
に
発
効

し
た
「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
は
、

18
歳
未
満
の
す
べ
て
の
子
ど
も
の
権
利
や

自
由
を
尊
重
し
、
子
ど
も
に
対
す
る
保
護

と
援
助
を
図
り
、
そ
の
健
や
か
な
成
長
や

幸
せ
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。

【
条
約
の
主
な
内
容
】

○
子
ど
も
は
教
育
を
受
け
る
こ
と
や
遊

ぶ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
。

○
子
ど
も
は
自
由
に
考
え
、
信
じ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
。

○
家
庭
環
境
に
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
に
保

護
と
援
助
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
す
。

○
子
ど
も
は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
や
暴
力
、

虐
待
な
ど
の
不
当
な
扱
い
か
ら
守
ら

れ
る
べ
き
で
す
。

問
合
先　

新
社
会
推
進
部
青
少
年
課

　

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
８
７

『
守
ろ
う
よ

　

未
来
を
見
つ
め
る 

小
さ
な
ひ
と
み
』

　
　
（
平
成
21
年
度
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
標
語
）

　

子
ど
も
た
ち
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
気
づ
い
て

く
だ
さ
い
。
児
童
虐
待
は
、
暴
力
だ
け

で
な
く
、
衣
食
住
の
世
話
を
し
な
か
っ

た
り
、
言
葉
で
心
を
傷
つ
け
た
り
す
る

こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
「
児
童
虐
待
で
は
？
」
と
感
じ
る
こ

と
が
あ
れ
ば
、
ご
連
絡
お
願
い
し
ま
す
。

連
絡
先

◎
桂
川
町
役
場
健
康
福
祉
課

　

☎
６
５
・
０
０
０
１

◎
嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

　

☎
０
９
４
９
・
２
３
・
３
１
１
１

◎
田
川
児
童
相
談
所

　

☎
０
９
４
７
・
４
２
・
０
４
９
９
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暴
力
被
害
集
中
相
談
を
実
施
し
ま
す
！

11
月
12
日
～
25
日
は
「
女
性
に
対
す

る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
期
間
で
す
！

労
働
時
間
の
適
正
化
を
！

全
国
一
斉
電
話
無
料
相
談
開
催

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

11
月
は「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」で
す
！

ご
存
じ
で
す
か
？

「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」


